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②二次評価
ア．実施対象
バリアフリー化設備等整備事業及び鉄道軌道安全設備等整備事業を除く各事業については、
自己評価（一次評価）等を基に二次評価を行うこととする。

イ．実施方法
二次評価を実施する際には、当該評価の客観性・妥当性を担保するため、地方運輸局等に
各担当部⻑等及び学識経験者等の有識者からなる第三者評価委員会を設置することとし、
当該委員会においては、地方運輸局等が作成した二次評価案等について審議する。地方運
輸局等においては、その結果を踏まえて評価を実施することとする。･･･以下、略

●地域公共交通確保維持改善事業実施要領（一部抜粋）

【本日(R8.1.16)協議会開催】
自己評価（一次評価）資料の協議

第三者評価委員会資料の確認
二次評価の送付

協議会 R8.3末 通知予定

１ 【R6.6.25 協議会開催】
計画認定申請

２ 【R6.10〜R7.9】
計画に基づく運行

３ 【R7.11.20】
補助金交付申請

４

５ 【R8.３予定】
補助金の支払い

補助金の流れ 事業評価の流れ

国（第三者評価委員会） R8.2 開催予定

８．事業評価について
（１）事業評価の実施
①自己評価（一次評価）
地域公共交通確保維持改善事業による支援を受けた事業については、毎年度、協議会自らに
よる事業の実施状況の確認、評価（以下「自己評価」という。）を行い、当該自己評価の結
果を、地域公共交通確保維持事業及び地域公共交通調査等事業にあっては、補助金の交付を
受けようとする会計年度の１月末までに、地域公共交通バリア解消促進等事業にあっては、
補助金の交付を受けた会計年度の翌年度の１月末までにそれぞれ協議会から、地方運輸局、
神⼾運輸監理部、地方航空局⼜は沖縄総合事務局（以下「地方運輸局等」という。）に報告
するとともに、公表することとする。

+

事業評価について
地域公共交通確保維持改善事業の補助金の流れと事業評価の流れは以下のとおり。
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